
琴浦町と株式会社ブリッジウェルは、「災害時における救援物資の提供等に関する協定」を締結します。
琴浦町では、令和６年度から、町内全てのこども園・保育園で「紙おむつ定額制サービス（おむつのサ

ブスク）」の運用を開始します。ブリッジウェルの提供するおむつのサブスク「おむつカンパニー」を活
用し、保護者及び保育現場双方の負担を軽減し、保育の質の向上を図ることとしています。
また、ブリッジウェルからの提案により、サービスを利用する町内全ての園に在庫として保管されてい

る紙おむつ及びおしりふきを災害発生時に提供していただくこと、不足時には優先的に紙おむつ等を確
保していただくことについて協定を締結し、災害時の必要物資の備蓄確保を進め、子どもを産み育てや
すいまちづくりを進めていきます。
おむつのサブスクに係る災害時物資提供に関する協定については、中国地方では、岡山県笠岡市、岡山

県奈義町などで締結されていますが、鳥取県では初めての締結となります。

１．日 時 令和６年３月 18日(月) 13:30～（30分程度）
２．会 場 琴浦町役場 本庁舎 2階 第２会議室（〒689-2392 鳥取県東伯郡琴浦町徳万 591 番地 2）
３．署名者 株式会社 ブリッジウェル 代表取締役 筒井訓章

琴浦町長 福本まり子

１．協定の目的
緊密な相互連携を図り、双方の資源、特長を活かしながら、おむつのサブスクサービスを活用した

災害時の必要物資の確保・提供を進めます。
２．協定事項

災害時における救援物資の提供及び優先確保・提供に関すること

令和６年度から、琴浦町内全てのこども園・保育園（公立、私立共）で「おむつのサブスク」の運用を
開始します。４・５月は無料トライアル期間として紙おむつを使用している全ての園児を対象に実施し
ます。６月から本格運用として、サービスを希望される保護者がブリッジウェルに利用申込みを行い、毎
月定額を支払うことで、園で紙おむつ・おしりふきの提供を制限なく受けることができます。
【本件に関するお問い合わせ】子育て応援課

総 務 課 防災危機管理室 佐藤 ℡0858-52-2111

「災害時における救援物資の提供等に関する協定」の締結式

琴浦町内全てのこども園・保育園で「紙おむつ定額制サービス（おむつのサブスク）」

を導入することに伴い、サービス提供事業者と災害時における救援物資の提供等に関する

協定を締結します。

協定締結式：３/18(月)13：30～14：30 （会場）琴浦町役場 本庁舎 2階 第２会議室

締結式日時等

協定の内容

令和６年度の取組の概要

倉吉記者クラブ加盟社 御中 令和６ 年３ 月１３ 日

琴浦町役場 子育て応援課・総務課



（参考）

町内のこども園・保育園（公立・私立共）に入園する児童（０～２歳児）の保護者が、毎月定額の利用

料を事業者に支払うことで、事業者から直接紙おむつ等が保育施設に届き、申込みをした保護者がその

紙おむつ等を利用することができるサービス。

保護者は、紙おむつへの名前書きや毎日のおむつの補充などがなくなり、保育現場においては、園児毎

の紙おむつの在庫確認や保護者の補充依頼などの業務が軽減され、双方の負担軽減が期待できます。

〇おむつのサブスク「おむつカンパニー」の紹介ページ https://omutsu.jp

株式会社 ブリッジウェルはコンサルティング業界と商社業界の出身者により 2019 年に設立された会

社で、保育関連事業の他、ITコンサルティングからトレーサビリティの高い大葉の卸事業まで幅広い領

域で事業を展開されています。

〇 社名：株式会社 ブリッジウェル（代表取締役社長 石橋 真彦）
〇 ホームページ： https://about.bridge-well.com

紙おむつ定額制サービス（おむつのサブスク）」について

株式会社 ブリッジウェルについて


